
（１） 

                                

建

設

業

の

三

大

災

害

は

、

①

墜

落

・

転

落

災

害

 

②

建

設

機

械

・

ク

レ

ー

ン

等

災

害

 

③

倒

壊

・

崩

壊

災

害

で

す

。 

◆

労

災

保

険

請

求

 

災

害

防

止

対

策

が

一

番

大

事

で

す

が

、

事

故

が

起

こ

っ

て

し

ま

っ

た 

 

 

                                            

                                

と

き

に

は

、

被

災

労

働

者

保

護

の

た

め

に

、

迅

速

で

正

確

な

労

災

保

険

請

求

が

求

め

ら

れ

ま

す

。 

病

院

の

治

療

費

の

請

求

、

休

業

補

償

の

請

求

、

死

傷

病

報

告

に

加

え

、

作

業

員

が

バ

ッ

ク

ホ

ー

な

ど

の

重

機

と

接

触

し

て

負

傷

し

た

場    

                                                    

合

に

は

、

第

三

者

行

為

災

害

の

届    

出

が

必

要

と

な

り

ま

す

。

 

 

下

請

事

業

者

で

あ

っ

て

も

、

資

材

置

き

場

や

事

務

所

で

の

災

害

、

通

勤

災

害

は

、

自

社

の

労

災

保

険

を

使

用

す

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

 

 

社

労

士

は

、

病

院

や

労

働

基

準

監

督

署

へ

の

届

出

、

事

被

災

労

働

者

へ

の

聴

き

取

り

な

ど

、

労

災

保

険

請

求

の

実

務

を

事

業

主

に

代

わ

っ

て

行

い

ま

す

。

 

◆

一

人

親

方

労

災

加

入

 

従

業

員

が

独

立

を

希

望

し

、

「

一

人

親

方

」

と

し

て

扱

う

場

合

に

は

、

労

災

保

険

の

一

人

親

方

の

特

別

加

入

が

必

要

で

す

。

 

労

災

保

険

の

加

入

確

認

が

行

わ

れ

る

現

場

で

は

、

「

労

災

保

険

 

特

別

加

入

者

証

」

の

呈

示

が

求

め

ら

れ

ま

す

。
 

社

労

士

が

つ

く

る

事

務

組

合

の

一

人

親

方

労

災

保

険

を

利

用

す

れ

ば

、

加

入

手

続

き

、

年

度

更

新

や

保

険

料

の

納

付

（

コ

ン

ビ

ニ

払

い

）

も

簡

単

で

す

。

 

も

ち

ろ

ん

、

事

業

主

も

現

場

に

出

入

り

す

る

の

で

あ

れ

ば

、

特

別

加

入

し

て

お

く

こ

と

が

大

切

で

す

。

 

   

           

◆

雇

用

保

険

助

成

金

 

下

請

事

業

者

に

と

っ

て

は

、

労

災

保

険

料

に

比

べ

て

雇

用

保

険

料

が

高

い

こ

と

が

「

悩

み

の

タ

ネ

」

で

し

ょ

う

。

 

建

設

業

は

一

般

の

業

種

に

比

べ

て

、

賃

金

十

万

円

当

た

り

の

雇

用

保

険

料

が

三

百

円

高

く

な

り

ま

す

。

 

 

支

払

っ

た

雇

用

保

険

料

を

取

り

戻

す

意

味

で

も

、

雇

用

保

険

助

成

金

を

上

手

に

活

用

し

ま

し

ょ

う

。 

 

「

建

設

労

働

者

確

保

育

成

助

成

金

」

は

登

録

実

習

機

関

に

委

託

し

て

行

う

、

①

建

設

工

事

の

作

業

に

 

              

関

連

す

る

実

習

 

②

特

別

教

育

（

労

働

安

全

衛

生

法

）

③

安

全

衛

生

教

育

な

ど

が

対

象

で

す

。

 

 

車

両

系

建

設

機

械

、

高

所

作

業

車

、

不

整

地

運

搬

車

、

玉

掛

け

、

ガ

ス

溶

接

な

ど

の

免

許

取

得

に

使

え

ま

す

。

受

講

料

の

８

割

と

賃

金

一

日

あ

た

り

８

千

円

が

助

成

さ

れ

ま

す

。

 

 

仕

事

の

受

注

範

囲

が

広

が

り

、

事

故

防

止

に

も

役

立

ち

ま

す

。

 

 

他

に

も

、

キ

ャ

リ

ア

ア

ッ

プ

助

成

金

な

ど

が

あ

り

ま

す

。

手

続

き

は

社

労

士

が

代

行

し

ま

す

。
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か

わ

ち

の

社

労

士

は

、

開

業

以

来

、

建

設

業

の

サ

ポ

ー

ト

を

 

メ

イ

ン

業

務

の

一

つ

と

し

て

き

ま

し

た

。

 

「８億円の熊手」??? 
 

心

身

共

に

健

康

 

仕

事

の

質

向

上

 

あ

く

な

き

営

業

 

今年今年今年今年のののの目標目標目標目標    

 介護報酬はこう変わる！ 

 

★ ２０１５年度からの介護報酬が明らかになりま

した。介護事業所にとって厳しい内容です。 

 

① 介護職員処遇改善分       ““““1.651.651.651.65％”％”％”％”    

② 介護の必要度が高い人や認知症の人への 

手厚いケアを行う施設を増やす分  ““““0.560.560.560.56％”％”％”％”    

③ 事業者報酬の引き下げ     “－“－“－“－4.484.484.484.48％”％”％”％”    

結果 ①・②・③の合計       

（（（（1.651.651.651.65％％％％    ＋＋＋＋    0.560.560.560.56％％％％    －－－－    4.484.484.484.48％）％）％）％）＝“－＝“－＝“－＝“－2.272.272.272.27％”％”％”％”    

 

※ 「かわちのタイムス」前号では財務省要求の 

「6％減」としましたが、厚生労働省がやや反発し

「4.48％減」となった模様です。 

「「「「

ど

な

い

し

よ

う

ど

な

い

し

よ

う

ど

な

い

し

よ

う

ど

な

い

し

よ

う

…………

」」」」

と

い

う

と

い

う

と

い

う

と

い

う

時時時時

こ

そ

こ

そ

こ

そ

こ

そ    

と
こ
と
ん

と
こ
と
ん

と
こ
と
ん

と
こ
と
ん    

建
設
業
者

建
設
業
者

建
設
業
者

建
設
業
者
のののの
味
方
味
方
味
方
味
方
で
す
で
す
で
す
で
す    

（１） 

 



消

費

税

増

税

先

送

り

で

心

配

さ

れ

て

い

た

社

会

保

障

財

源

。

来

年

度

予

算

案

は

、

介

護

「

引

き

下

げ

」

年

金

「

先

送

り

」

が

目

立

ち

ま

す

。

 

そ

ん

な

中

、

「

子

ど

も

・

子

育

て

 

支

援

新

制

度

」

は

待

っ

た

な

し

で

４

月

か

ら

ス

タ

ー

ト

し

ま

す

。 

東

大

阪

市

で

も

、

保

育

所

や

学

童

保

育

の

待

機

児

童

解

消

に

向

け

て

の

施

策

が

始

ま

り

ま

す

。 

昨

年

の

「

ニ

ー

ズ

調

査

」

（

１

万

人

の

ア

ン

ケ

ー

ト

回

答

に

、

国

が

定

め

た

数

値

を

掛

け

た

も

の

）

に

よ

っ

て

、

０

～

２

歳

の

待

機

児

童 

    

   

 

      

解

消

に

は

、

現

状

で

七

五

〇

人

以

上

、

５

年

後

で

五

五

〇

人

以

上

の

確

保

策

が

必

要

と

さ

れ

ま

し

た

。 

 

こ

の

た

め

、

新

制

度

の

中

心

と 

 
 

   
 

  
な

る

幼

保

連

携

型

認

定

子

ど

も

園

８

ヵ

所

、

小

規

模

保

育

施

設

２４

ヵ

所

を

新

た

に

認

可

す

る

計

画

の

策

定

を

予

定

し

て

い

ま

す

。 

         

し

て

い

る

点

に

あ

り

ま

す

。

そ

の

た

め

に

、

基

金

を

解

散

す

る

と

き

の

積

立

不

足

金

の

一

括

納

付

に

つ

い

て

の

「

特

例

解

散

制

度

」

（

※

） 

 

こ

の

う

ち

、

２７

年

度

は

幼

保

連

携

型

認

定

子

ど

も

園

２

ヵ

所

（

０

～

２

歳

児

の

定

員

８０

名

）

と

小

規

模

保

育

施

設

５

ヵ

所

（

同

じ

く

定 

 

 

    員

９０

名

）

が

新

設

さ

れ

ま

す

。 

 

小

規

模

保

育

施

設

の

認

可

基

準

の

う

ち

、

注

目

さ

れ

た

職

員

配

置

に

つ

い

て

は

、

配

置

基

準

上

の

保 

 

 

            

育

士

は

有

資

格

者

に

限

る

と

さ

れ

、

保

育

内

容

の

水

準

は

一

定

確

保

さ

れ

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。 

 

待

機

児

童

解

消

に

は

、

計

画

通

り

予

算

が

計

上

さ

れ

た

と

し

て

も

向

こ

う

３

年

間

は

か

か

り

ま

す

。 

さ

ら

に

、

横

浜

市

の

例

に

み

ら

れ

る

よ

う

に

、

新

制

度

の

開

始

で

、

こ

れ

ま

で

保

育

所

入

所

申

込

み

を

あ

き

ら

め

て

い

た

家

庭

の

「

潜

在

的

な

待

機

児

童

」

が

表

面

化

す

る

こ

と

が

予

想

さ

れ

、

真

の

待

機

児

童

解

消

に

は

ま

だ

遠

い

道

の

り

が

つ

づ

く

と

考

え

ら

れ

ま

す

。 
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（２） 

編

集

後

記

 

    
だからだからだからだから映画映画映画映画はおもしろはおもしろはおもしろはおもしろいいいい        

ｖol.１１ 

 『兵隊やくざ』 

（（（（1919191965656565 年年年年、日本、日本、日本、日本））））    

●戦後７０周年の今年の映画紹介は、娯楽映画

「兵隊やくざ」（増村保造監督）から始めます。 

主役・勝新太郎の「悪名」「座頭市」と並ぶ人

気シリーズの第１作です。 

●満州に駐屯する関東軍に入隊した新兵・大宮

（勝）はやくざの用心棒あがりの問題児でし

た。理不尽な暴力を振るう二年兵の黒金伍長に

立ち向かいますが、多勢で痛めつけられます。   

そこへ、大宮の指導係の三年兵・有田（田村

高廣）が現れ、形勢は逆転し、黒金は大宮に散々

な目に遭わされます。軍隊では階級よりも年数

が優先されたことを示す場面です。 

事件は歩兵隊と砲兵隊の大喧嘩へと発展し、

大宮は外出禁止の罰を受けるも、兵舎を脱出し

て将校専用の芸者屋に乗り込み、芸者の音丸

（淡路恵子）と遊びます。有田はここでも、大

宮をかばいます。 

映画のラストでは、大宮が有田への恩返しだ

と、機関車を切り離すという奇想天外な作戦に

出て、前線に転進する部隊から共に逃れます。 

●大宮は「俺は警察と軍隊はきらいなんだ」が

口癖でした。有田も軍隊に嫌気がさして、幹部

候補試験をわざと落第し、満期除隊を願ってい

ました。二人が意気投合したのは自然です。 

大宮は組織や規律とは無縁な男でした。しか

し、大宮の言動の方に道理があり、軍隊の「規

律」の方が異常に感じられます。その異常な「規

律」をぶち壊す痛快さこそが本作の魅力であ

り、角度を変えた反戦映画となっています。 

●なお、将校専用の芸者屋の存在は「慰安婦」

問題と矛盾するものではなく、音丸が「兵隊さ

んも私たちも同じ身の上」と語るように、戦争

の犠牲者であることに変わりはありません。 

 

続続続続
「「「「子子子子
ど
も
・

ど
も
・

ど
も
・

ど
も
・子
育
子
育
子
育
子
育
てててて
支
援
支
援
支
援
支
援
新
制
度

新
制
度

新
制
度

新
制
度
」」」」

    

待

機

児

童

は

な

く

な

る

の

？

 

ス

タ

ー

ト

直

前

情

報

 

▼

新

事

務

所

付

近

の

ビ

ル

、

工

場

、

店

舗

へ

、

「

引

っ

越

し

て

き

ま

し

た

」

と

挨

拶

回

り

を

続

け

て

い

ま

す

。

ビ

ル

の

テ

ナ

ン

ト

を

は

じ

め

、

移

り

変

わ

り

が

激

し

い

と

気

付

か

さ

れ

ま

す

。

 

▼

数

年

前

か

ら

愛

用

し

て

い

る

湯

た

ん

ぽ

の

カ

バ

ー

は

、

今

年

の

干

支

の

「

羊

」

。

安

眠

の

象

徴

で

す

。

湯

た

ん

ぽ

の

な

い

厳

寒

期

は

想

像

も

で

き

ま

せ

ん

。 


